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請求書の押印省略等に関するＱ＆Ａ 

R7.4.1～  

№ 質 問 回 答 

Ⅰ 押印省略の対象等 

１ 
 請求書への押印を省略することができ

るのはいつからですか。 

 令和７年４月１日以降の日付で提出される請求書が対象

となります。 

２  全ての請求書が対象ですか。 
 法令等により押印を求められているものは対象外となり

ます。 

３ 
 請求書以外の書類についても押印を省

略することができますか。 

 契約書、請書、見積書、入札書及び委任状は、引き続き

押印を省略することができませんが、納品書への押印は省

略できます。 

４ 
 押印を省略することができるのはどの

ような印ですか。 

 法人印（角印）、代表者印（実印）、担当者印等の全て

の印です。 

５ 
 請求書に押印したものを提出してもよ

いですか。 
 押印された請求書の取扱いに変更はありません。 

Ⅱ 押印省略の要件（法人・各種団体・個人事業主） 

６ 
 どのようにすれば請求書への押印を省

略することができますか。 

 請求書に次のいずれかの記載がある場合は、請求書への

押印を省略することができます。 

・ 請求書に「担当者の氏名及び連絡先電話番号※」の記

載がある場合 

・ 請求書に「適格請求書発行事業者登録番号（インボイ

ス登録番号）及び連絡先電話番号※」の記載がある場合 

※請求内容の確認のため、連絡する場合があります。 

７ 
№６中の「担当者」とは誰のことです

か。 
 請求書に関する事務を担当する方です。 

８ 
 代表者と担当者が同じ場合は、どのよ

うに記載すればよいですか。 

 代表者と担当者が同じ場合でも、「代表者氏名」と「担

当者氏名」をそれぞれ記載してください。 

９ 
 「担当者の氏名」は、苗字のみの記載

でもよいですか。 
 フルネームで記載してください。 

10 
 №６の記載事項は、手書きで記載して

もよいですか。 

 手書きでもよいですが、消せる筆記用具では記載できま

せん。 

11 
 連絡先電話番号は携帯電話番号でもよ

いですか。 

 固定電話の設置がない場合は、携帯電話番号※を記載し

てください。 

※請求内容の確認のため、連絡する場合があります。 

Ⅲ 押印省略の要件（個人） 

12 
 どのようにすれば請求書への押印を省

略することができますか。 

 請求書に連絡先電話番号※の記載がある場合は、請求書

への押印を省略することができます。 

※請求内容の確認のため、連絡する場合があります。 
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Ⅳ 電子メール等による提出関連 

13 
 押印を省略した請求書は電子メールで

提出できますか。 

 電子メールによる提出も可能です。送信先メールアドレ

スは担当部署に確認してください。 

請求書は改ざん防止のため、ＰＤＦ形式の添付ファイル

とし、内容が鮮明に読み取れるものとしてください。 

 また、提出後は担当部署に受信確認の連絡をしてくださ

い。 

14 
 押印を省略した請求書はＦＡＸで提出

できますか。 

 請求書の内容が鮮明に読み取れるものに限り、ＦＡＸに

よる提出も可能です。 

 提出後は担当部署に受信確認の連絡をしてください。 

15 
 押印した請求書を電子メールやＦＡＸ

で提出することも可能ですか。 

 可能です。 

 ただし、押印を省略する場合と同様に「担当者の氏名及

び連絡先電話番号」又は「適格請求書発行事業者登録番号

（インボイス登録番号）及び連絡先電話番号」の記載が必

要となります。 

 提出後は担当部署に受信確認の連絡をしてください。 

Ⅴ その他 

16 
 押印を省略した請求書の内容に訂正が

ある場合の対応方法を教えてください。 

 差替えでの対応となりますので、請求書を再度作成して

ください。 

17  請求書の宛名を教えてください。 
 請求書の宛名は、「盛岡地区広域消防組合 管理者」と

なります。 

 


